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埼玉県環境アドバイザー募集

アライグマ捕獲従事者養成研修会

　特定外来生物に指定されているア

ライグマによる被害が増えています。

こうした被害を防ぐため、アライグマ

捕獲従事者養成研修会を行います。

　研修会を受講した方へ修了証書を

発行します。修了証書をもって神川

町へ従事者登録をすると、従事者証

を交付します。

　従事者証をお持ちの方は、法律で

定めた捕獲許可や狩猟免許（わな猟）

がなくても、箱わなを仕掛けてアラ

イグマに限り捕獲ができます。

日時　１０月２７日（火）午後１時３０　

　 分～3時30分（受付は1時～）

場所　深谷市藤沢公民館　大会議室

 深谷市人見１９６７-１

☎０４８-５７１-０３４５

内容　①アライグマ防除に関する法

 令等の概要

②アライグマの総合的被害対策

③箱わなの取り扱い

申込　10月９日（金）までに防災環境　

 課窓口または電話で申込

※定員を超えた場合は、人数を調

整させていただきます。

問合せ　防災環境課　環境担当

☎０４９５-７７-2124

FAX０４９５-７７-3915

児玉郡市広域市町村圏組合

競争入札参加資格審査申請

　県では、豊富な経験や知識を有し、

地域での環境保全活動や環境学習

等に対して指導や助言等を行う 「環

境アドバイザー」 を募集しています。

　詳細を県環境政策課のホームペー

ジで確認の上、 締切までに県環境

政策課へお申込みください。

問合せ　県環境政策課

☎０４8-830-3019

17　　KAMIKAWA　10 月号 KAMIKAWA　10 月号　　16

２０２１年版埼玉県民手帳

販売期間

　 １０月１４日（水）～１２月１５日（火）

価格　550円

サイズ　14ｃｍ×9ｃｍ

表紙　黒、グレイッシュブルー（２色

　 とも月間ダイアリーは升目タイプ）

販売場所　総合政策課、神泉総合支

 所、県統計相談室（県庁第二庁舎1

 階）、県民活動総合センター、県物

 産観光館「そぴあ」、その他県内一

 部の書店、ホームセンター、コンビ

ニエンスストア

問合せ　総合政策課　企画調整担当

☎0495-77-0701

FAX０４９５-７７-3915

地域歳末たすけあい 見舞金
贈呈

   町民の皆様や団体等から寄せられ

た歳末たすけあい募金から、対象者

で支援を必要としている方々に見舞

金を贈呈します。

申請書　10月15日（木）から全戸配

 布します。（社協ホームページから

　 も入手可能）

申請方法　申請書に必要事項を記入

   し、地域の担当民生委員へ提出。 

※詳細は申請書をご覧ください。

対象　町内に住所を有する方（施設

 入所者は除く）で、次の①～④の

   いずれかに該当する希望世帯（生　

 活保護世帯は除く）。

①就学援助を受けている世帯

②生計中心者が病気療養中または

失業中のため支援を必要として

いる世帯もしくは住宅火災等の

被災のため支援を必要としてい

る世帯

③７５歳以上の高齢者のみの世帯

で、昨年の総収入が１人当たり

８０万円以下で支援を必要とし

ている世帯

④過去に生活保護を受給し、保護

廃止になって１年未満の世帯

見舞金の額　 今年度の募金額と申請

   件数を考慮し、配分検討委員会で

   決定します。

申請期間   10月16日（金）～11月

   16日（月）

問合せ　神川町社会福祉協議会　 　　

☎0495-74-1188

FAX0495-74-1156

住宅用火災警報器設置費補助

金（高齢者・障害者手帳をお持

ちの方）

　消防法により、 すべての住宅に住

宅用火災警報器の設置が義務付け

られています。

　町では、 高齢者や障害者手帳を

お持ちの方の日常生活を守るため、

住宅用火災警報器の設置費用の一

部を補助しています。

対象　●７５歳以上の方だけの世帯

●身体障害者手帳の１級、２級、

または３級をお持ちの方が

属している世帯

●療育手帳のⒶ、またはAをお

持ちの方が属している世帯

●精神障害者手帳の１級をお

持ちの方が属している世帯

内容　住宅用火災警報器の購入およ

 び設置に直接必要な経費の３分の

　２以内で、１万円を限度額とします。

 また、１家あたり２器２箇所までと

 　します。

申請　申請書に必要書類を添付し、

 町民福祉課まで提出

※居住する住宅等によっては交付要

件を満たさない場合があります。

詳しくはお問合せください。

問合せ　町民福祉課　福祉担当

☎０４９５-７７-2112

FAX０４９５-７７-2117

１０月は不正軽油撲滅対策強
化月間です

　不正軽油とは、 県の税金である

軽油引取税の脱税を目的として、

軽油に灯油や重油などを混ぜた燃

料や、 自動車の燃料として使用さ

れる灯油や重油のことをいいます。

　不正軽油の製造 ・ 運搬 ・ 販売 ・

使用は悪質な脱税行為であるばか

りでなく、 公正な市場競争を阻害

し、 大気汚染等環境や健康にも重

大な影響を与えることから、 県は

不正軽油の撲滅対策を推進してい

ます。

 「黒煙など通常とは異なる排気ガ

スを出して走行していた」 等、 不

正軽油に関する情報をお持ちの方

は御連絡ください。

問合せ　県税務課　課税担当

☎048-830-2665

FAX０４8-830-4737

自衛官募集

区分　①防衛医科大学校医学科学生

②自衛官候補生

募集期限　①10月7日（水）

②10月22日（木）

受験資格　①18歳以上21歳未満

②18歳以上33歳未満（32歳の

者は、採用予定月の末日現在、

３３歳に達していない者）

１次試験　①10月24日（土）・25日（日）

②１０月30日（金）・31日（土）のう

ち１日を指定

入隊時期　①令和３年４月上旬

②令和３年３月下旬～４月上旬（こ

の他に設定する場合があります）

問合せ　自衛隊　熊谷地域事務所

☎048-522-4855

　県電子入札共同システム及び児

玉郡市合同受付には参加していま

せん。 登録を希望する事業者は、

次のとおり申請を行ってください。

●郵送申請（締切当日消印有効）

期間　１１月２日（月）～３０日（月）

宛先　〒３６７-００２４

　本庄市東五十子１５１-１

 児玉郡市広域市町村圏組合総務課

※封筒の表に「競争入札参加資格

審査申請【申請業種（建設工事、

設計・調査・測量または物品・印

刷・業務委託等）】」と朱書きして

ください。

※会場を設けての持参受付は行い

ません。

申請の手引き等は、児玉郡市広域

市町村圏組合総務課で配布（ホーム

ページからもダウンロード可能）。

問合せ　児玉郡市広域市町村圏組合

 総務課

☎0495-27-2241

防災行政無線戸別受信機の
申込み期間を延長します

申込期限　10月30日（金）

申込場所　防災環境課、神泉総合支

 　所

問合せ　防災環境課　防災担当

☎0495-77-2124

FAX０４９５-７７-3915


